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○糸魚川市電子入札システム利用者登録番号交付申請要領 

平成23年３月１日告示第13号 

改正 

平成30年４月１日告示第109号 

糸魚川市電子入札システム利用者登録番号交付申請要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、糸魚川市が実施する電子入札に参加しようとする者が、電子入札に使用する

ＩＣカードを電子入札システムにあらかじめ登録する処理（「以下「利用者登録」という。）を

行う際に用いる認証番号（以下「利用者登録番号」という。）の交付を受けるための要件、手続

等を定めるものである。 

（利用者登録番号の交付を受けることができる者） 

第２条 市長は、糸魚川市建設工事入札参加資格者名簿又は糸魚川市建設コンサルタント等業務入

札参加資格者名簿に登載されている者に対して、利用者登録番号を交付する。 

（利用者登録できるＩＣカードの要件） 

第３条 入札参加者は、利用者登録に使用するＩＣカードについては、市長が指定する電子認証局

が発行する電子入札コアシステム対応のＩＣカードを使用しなければならない。 

２ ＩＣカードの名義人は、契約締結権限を有する本店又は支店として前条の名簿に登載されてい

る本店又は支店の代表者でなければならない。 

（交付申請の方法） 

第４条 利用者登録番号の交付を受けようとする者は、利用者登録番号交付申請書（様式第１号。

以下「交付申請書」という。）を市長に提出しなければならない。 

（利用者登録番号の交付） 

第５条 市長は、前条に規定する交付申請書の提出があった場合には、利用者登録番号通知書（様

式第２号）により第２条の名簿ごとに１つだけ利用者登録番号を交付する。 

２ 市長は、原則として利用者登録番号の再交付を行わない。 

（共同企業体の取扱い） 

第６条 経常共同企業体及び特定共同企業体は、代表構成員単体のＩＣカードで電子入札に参加す

るものとする。 

（利用者登録番号の管理） 

第７条 利用者登録番号の交付を受けた者は、利用者登録番号を紛失、外部漏洩等することのない
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よう、厳重にその管理を行わなければならない。 

（申請内容と異なる利用者登録） 

第８条 市長は、交付申請書と内容が異なるＩＣカード又は交付申請書に記載のないＩＣカードの

利用者登録が行われた場合には、当該データを電子入札システムから消去することができる。 

（変更の届出） 

第９条 利用者登録番号の交付を受けた者は、交付申請書の内容に変更があった場合には、速やか

に変更届出書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

附 則 

この告示は、平成23年３月１日から施行する。 

前 文（抄）（平成30年４月１日告示第109号） 

告示の日から施行する。 

様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第５条関係） 
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様式第３号（第９条関係） 
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